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第２章 安全で安心できる生活環境の保全 

第２節．大気環境の保全、騒音・振動・悪臭対策 

６．ばい煙※１発生施設等の立入検査実施状況 

 ⑴ 大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づく施設の届出状況 

 ⑵ ばい煙発生施設等の立入検査実施状況 

 

⑴ 事業目的 

  大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づき、工場及び事業場等における事業活動並びに建築物等

の解体等に伴うばい煙の排出等を規制することで、大気の汚染に関し、住民の健康の保護及び生活環境

の保全に資することを目的としています。 

 

⑵ 取組状況 

① 大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づく施設の届出状況 

大気汚染防止法及び県公害防止条例により、施設を設置する際の届出が義務付けられており、そ

の届出状況は（資料編：表１）のとおりでした。 

 

  ② ばい煙発生施設等の立入検査実施状況 

工場等の規制基準遵守状況を監視するため、工場・事業場等に対し立入検査を行い、変更届の提

出や自主測定の回数について指導を行いました。 

その実施状況は（資料編：表２）のとおりでした。 

 

   

 

 

 

 

 

※１.ばい煙 

物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん（いわゆるスス）、有害物質（カドミウム及びその化合

物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物）をいいます。大気

汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。 

 

 

所属名 問い合わせ先 

環境政策課 0852-22-6379 

【担当課】 


